
事業主体名称 下川町ふるさと開発振興公社（下川町・商工会・大学等） （別添）

【事業名称】 小規模農山村型空き家流通基盤構築事業

【事業の特徴】 ・不動産会社が存在しない過疎地域における買取り・再販に係る検証のための社
会実験と官民連携による空き家流通加速化の体制整備の検討
・豪雪地域に対応する定量的判断指標を盛り込んだ特定空家の判断基準作成

【取組の経緯（解決すべき課題と現実的に困っている内容）】

課題の大分類 課題の小分類 課題に関して現実的に困っている内容（具体例含む）

(1)空き家等の
適正な管理と
活用促進

①特定空家等の候補
の把握を含む空き家の
現況把握が必要

・調査員のマンパワー・専門性不足のため、過去の調査に基づく空
き家データベースの情報量や精度に不備があり、さらに調査から
数年経過しているため所有者の特定や周辺への影響などの状況
が把握できなかった。

②空き家等の再生によ
る有効利用が求められ
ている

・町内に不動産業者が存在しないことから、空き家となってしまった
住宅を改修し売却・賃貸することがないため、再生可能な空き家が
流動化しない状況であった。

③空き家等活用のため
の流通基盤の整備が
求められている

・町内には不動産業者が存在しないため、住宅に関する相談窓口
や住宅に関する情報が集約されていない。また、近年移住者等が
増加しているが、住宅の相談・情報提供窓口がない。

(2)特定空き家
等に該当する
か否かの定量
的判断基準と
自治体の運営
基準の検討

①特定空き家等の判断
基準の明確化が求めら
れている

・町内に存在する空き家の多くは老朽化の進んだ住宅であり、従来
は目視による定性的判断でランク付けを行ってきた。さらに、豪雪
地域であるため屋根雪が起因し屋根等の破損や周辺に対する安
全性を阻害するケースが多くみられてきた。

②特定空き家等に認定
された物件所有者に対
する運用基準の明確化
が求められている

・従来は老朽化の著しい住宅所有者に対しその状況に応じ注意を
呼びかけ、場合によっては解体・除却を進めてきたが、法的根拠が
なかったことや住宅所有者の意識の問題等でその先に進めなかっ
た。 1
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【主な事業項目と取組内容・方法】

大項目 細項目 取組内容・方法

(1)既存の
空き家の
有効活用

①空き家買い取り・再
生システムおよび
コーディネート組織構
築のための社会実験

・建設事業者等の第三者が空き家を買取り、改修を行った後に再販する仕組に
おいて改修費に対し町が補助を行うことで販売価格を抑え空き家の流通加速
化を図るためのシステム構築と空き家所有者とユーザーをつなぐコーディネー
ト組織構築に向けた検討を行った。
・その検証のため、社会実験により、実際の空き家を使ってインスペクション～
改修シミュレーションを根拠とした費用積算によりパネルやアンケートを用いて
第三者・消費者双方から必要性・有効性等を確認した。

②空き家流通体制構
築に向けた検討

・空き家の流通促進のための売り手（貸し手）と買い手（借り手）をつなぐコー
ディネート組織の運営主体・連携組織とその役割、仕組等の検討を行った。

(2)空き家
対策特別
措置法へ
の対応

①特定空家認定の判
断基準の検討を踏ま
えた提言書の作成

・豪雪地域の実情に即した特定空き家の判断基準（案）を作成した。
・以上を基に行政機関に対する提言書の作成にあたった。
・空き家データベースの更新を行った。
・特定空家の候補とされる住宅の現地調査を行った。

②特定空家認定後の
運用基準の検討を踏
まえた提言書の作成

・特定空家の認定・運用に関する基準（案）を作成した。
・以上を基に行政機関に対する提言書の作成にあたった。

【成果物】

①空き家買取り・再販システムの必要性・有効性等を検証・検討により、システムが機能することで空
き家の流通加速化が図られることが確認できた。
②空き家流通促進のためのコーディネート組織の機能・仕組や運営主体を決定することができた。
③空き家データベースの更新と同時に、緊急性の高い案件を絞り込むことができた。
④豪雪地域に相応しい当町独自の特定空家判断基準（案）および認定・運用基準（案）を作成すること
ができた。 2
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■空き家流通促進を目的としたコーディネート組織の役割・機能と新たな仕組み
【成果物の概要】

【コーディネート組織】

小規模自治体だからできる顔の見
える空き家マッチングを基本方針と
して、①双方向の登録制度、空き家
予備軍登録などのコンテンツと②多
様な主体との連携による空き家
コーディネート組織を構築すること
で空き家の活用・流動化の促進を
図ることを目的としており、事業者
間のつなぎ役としての実績や有資
格者を有することなどの理由から運
営は（一財）下川町ふるさと開発振
興公社が担う

【空き家買取り・再販システム】

建設事業者等の第三者が空き家を
買取り・再販するシステムとは、町
が建設事業者等の第三者に対し改
修費の補助を行うことで住宅の販
売（賃貸）価格を抑え、空き家の活
用・流動化促進を図ることを目的と
している
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(7) (8)

屋根の損傷
度

屋根雪によ
る倒壊確率

「大破」又は
「倒壊」の場
合は下記に
○

「２１～１０
０％」の場
合は下記に
○

「周辺への悪
影響がある｣

の○の有無

「対応の緊
急性があ

る」の○の
有無

4　保安上の状態

5　衛生上の状態

6　景観に係る状態

7　管理等の状態

該当項目

判　断　結　果

「左記の状
態にない」の
○の有無

「一部で左
記の状態に
ある」の○の
有無

「全体的に
左記の状態
にある（状態
が著しい）」
の○の有無

該当する場
合は下記に
○

「大破」又は
「倒壊」の場
合は下記に
○

「大破」又は
「倒壊」の場
合は下記に
○

「大破」又は
「倒壊」の場
合は下記に
○

「大破」又は
「倒壊」の場
合は下記に
○

建物全部が
倒壊、もしく

は建物の一
部の階が全
部倒壊して
いる

基礎の損傷
度

軸組の損傷
度

耐力壁（１
階）の損傷
度

仕上材（外
壁仕上面）
の損傷度

(2) (3) (4) (5) (6)

紫枠内の

○の有無

○がある

○がない

Eランク
【管理不全な状態
の空き家】

青枠内の

○の有無Aランク
【そのまま活用可】

赤枠内の

○の有無

○がある○がない

Bランク
【適正な修繕・管理

○がない

○がある

【周辺への

悪影響がある】の

○の有無

緑枠内の

○判断

【対応の

緊急性がある】の

○の有無

【対応の

緊急性がある】の

○の有無

○がない

Cランク
【建物一部の根本的
な修繕・不適切管理

の解消が必要】

○がない

Dランク
【建物全部の大規模
修繕・不適切管理の

解消が必要】

○がある

○がある

Eランク
【管理不全な状態
の空き家】

○がある

○がない

■下川町特定空き家等判断基準（チェックシート案）■下川町空き家データベース（抜粋）

下川町の独自性としては、①特定空き家の判断基準（案）に
おいてはチェックシートにより特定空家候補を選別するだけ
ではなく、活用可能な空き家も選別可能なものであることと、
②チェックシートに在来軸組構法住宅の耐雪診断プログラ
ムにより屋根雪の積雪深をもって定量的評価が可能となる
ことである
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特定空家等の認定

固定資産税等の
住宅用地特例の除外

助言・指導

勧告

命令・公表
（命令違反は50万円以下の過料）

行政代執行

所有者等からの費用徴収

現地調査

「管理不全な状態の空き家」
の抽出

庁外、庁内会議における協議

町長への報告

特定空家等の認定

・所有者の意向
・公区の意見

「空き家等調査
チェックリスト」
の活用

・定期調査
・通報による緊急調査

■下川町特定空き家等認定フロー（案） ■下川町特定空き家等に対する措置のフロー（案）

チェックシートによる判断のみならず
地域や近隣住民への聞き取りを必須
項目とする


